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職場における熱中症予防対策の徹底について 

 

 

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は本会の活動に対しまし

て、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、職場における熱中症予防対策につきましては、これまで「令和６年度に

おける熱中症対策について（協力依頼）」（令和６年７月２２日付け／全建労発第

２５号）等において周知のお願いをしてまいりましたが、このたび、「職場にお

ける熱中症による死傷災害の発生状況（速報値）」により本年７月までの休業４

日以上の死傷者数が、直近５年のうちでも２番目の多さとなったことから、改め

て、厚生労働省より別添の通り熱中症予防対策の徹底について、周知の依頼があ

りました。 

つきましては、今後も平年より高い平均気温が続くことが予想されることか

ら、改めて、貴会会員企業に対し、周知いただきますようお願いいたします。 

 

以上 

 

（担当：労働部 吉田） 

 

 






